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第３章 事前評価（アセスメント） 

 事前評価（アセスメント）は、第１章３（２）で述べたとおり、新たに導

入しようとする施策の意思決定前において、その施策の必要性等について分

析するもので、国土交通省で気象庁を含む省内で行われた事前評価の取りま

とめを行っています。 

 平成 16 年度は、国土交通省として平成 17 年度予算概算要求、税制改正等

に係る 50 の施策について事前評価を実施し、この結果を、16 年８月の予算

概算要求、税制改正要望等に反映しました。このうち、気象庁は、次の２つ

の新規施策について事前評価を実施しました。評価結果の要旨は表３－１、

２のとおりです。 

○ 気

○ 海 全 
 

 

 この事

います。

 

①ア
②目
③課
④当
率

⑤当

 

象に関する防災情報の共有化の推進 
洋の健康診断表提供による海洋環境の保
前評価にあたり、それぞれの施策について次のことを明らかにして

 

ウトカム目標、関連する指標等 
標と現状のギャップ、その原因、現状の改善に向けた課題は何か 
題を解決するために当該施策の導入が必要であること（必要性） 
該施策の効果が大きいと見込まれること、他の代替手段に比べ効
的であること（効率性） 
該施策が目標実現にどのように寄与するか（有効性） 
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（表３－１） 

事前評価票 

施策等名 気象に関する防災情報の共有
化の推進 

担当課 
（担当課長名）

気象庁予報部業務課 
（業務課長 瀬上 哲秀）

施策等の概要 消防庁及び都道府県との連携を図り、衛星通信や県防災情報ネットワークの利
用やインターネット等の最新のＩＴ・情報通信インフラを活用した気象に関
する防災情報の共有のためのシステム（防災気象情報提供システム）を整備
し、市町村の担当者や地域防災リーダー等（以下、「防災担当者」）が気象に
関する防災情報を共有できる環境を構築し、気象災害時の防災活動の早期立
ち上がり、防災担当者の適切な防災対応判断を支援する。 
【予算額：97 百万円】 
 

施策等の目的 防災担当者における気象に関する防災情報の共有環境を構築することにより、
防災活動の早期立ち上がり、防災担当者の適切な防災対応判断を支援し、気
象災害による被害の防止・軽減を図る。 
 

 関連する 
政策目標 

７）水害等による被害の軽減 
 

 関連する 
業績指標 

  － 

 指標の 
目標値等 

  － 

施策等の必要性 ○ わが国は台風や集中豪雨雪等による洪水や土砂災害が起こりやすい自然
条件下にあり、国民生活や経済・産業の高度化・複雑化とあいまって都市型
災害の頻発など気象災害に対する社会の脆弱性が増大している。このため、
集中豪雨等の激しい気象現象が発生した場合には、住民の避難指示等の災害
応急対策を実施するなど、防災担当者が豪雨等の実況・見通しを早期に把握
して状況に応じた対応判断を迅速・的確にできるよう、これまで以上に早い
時点で警報等の発表を行うとともに、気象庁が発表する防災気象情報を迅
速・確実に入手・利用できるよう情報共有体制を確立することが必要とされ
ている。しかしながら、このような情報共有体制が不十分であり、防災担当
者への気象情報の伝達の遅れによる防災活動の立ち上がりの遅れ等が課題
となっている。（＝目標と現状のギャップ） 
 
○ 市町村等における気象情報の入手・利用は、気象台から県等へ気象情報を
提供した後、県等から電話ファックスで市町村等へ提供することが多い。こ
のため、気象台で作成した気象資料の内容が送信の過程で見難くなったり、
県等から送られる様々な大量の資料に気象情報の資料が埋もれたり、夜間・
休日では防災担当者への連絡ルートが複雑化するなどの原因により、防災担
当者において防災対策上必要となる気象情報を入手できない、または入手が
遅れる状況が発生している。（＝原因分析） 
 
○ 中央防災会議「防災情報の共有化に関する専門調査会」では、防災関係機
関全体が迅速かつ的確に情報の収集・伝達・提供できる体制を確立する重要
性を指摘し（平成 15 年 7 月同調査会報告）、その手段として信頼性の高い大
容量通信ネットワークによる防災情報システムの整備を推進しており（平成
15 年 3 月「防災情報システム整備の基本方針」）、県や市町村等における防
災情報の共有のためのシステム環境整備が進められている。また、近年のＩ
Ｔ、情報通信インフラの進展により、汎用的なシステムの標準化、高性能化
が図られているとともに、インターネットや衛星通信サービスなど様々な通
信媒体の利用が普及してきていることにより、防災担当者が場所・時間等を
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問わず簡便に大容量の画像情報も迅速に入手・利用できる環境が整ってきて
いる。更に、気象庁では、平成 17 年度に高性能数値予報モデル用スーパー
コンピュータの整備及び次世代気象情報通信網（東日本アデス）の整備を行
い、台風から集中豪雨までの気象予測の精度向上を図り、市単位程度の警報
などきめ細かくわかりやすい気象情報の作成・発表を実現する計画である。
このため、利用可能な様々な情報通信インフラ等を活用して、防災対応の判
断に有効なきめ細かくわかりやすい気象情報を防災担当者が迅速・確実に入
手・利用できる環境を構築する必要がある。（＝課題の特定） 
 
○ このため、消防庁及び都道府県との連携を図り、衛星通信や県防災情報ネ
ットワーク、インターネットなどの最新の情報通信インフラを活用して、警
報や津波予報等の緊急情報を市町村等へ迅速・確実に提供するとともに、
時々刻々変化する豪雨・暴風の状況、警戒すべき気象の地域・時間帯などの
ポイントが一目で把握できるような地域特性を考慮した詳細な気象情報コ
ンテンツを作成し、防災担当者が必要なものを峻別して利用できる情報共有
環境（防災気象情報提供システム）を整備する。（＝施策の具体的内容） 
 

 社会的ニーズ ○昨年 7 月の熊本県水俣市の土砂災害や平成 16 年 7 月新潟・福井豪雨での堤
防の決壊による浸水災害など、気象災害による死者・行方不明、家屋の損壊
等の多くの被害が毎年のように発生している。特に、新潟での豪雨禍では高
齢者の犠牲者が多かったこともあり、住民への避難指示等の早期実施が大き
な課題となっている。このため、住民の避難指示等の災害応急対策を実施す
る防災担当者が気象の状況に応じた対応判断を迅速・的確に行えるよう、気
象に関する防災情報の迅速・確実な入手・利用環境の強化が求められている。
 

 行政の関与 ○ 豪雨災害などの防止・軽減のために行う警報・注意報等防災気象情報の提
供に不可欠なシステムの整備であり、行政の関与が必要である。 
 

 国の関与 ○ 災害対策基本法及び気象業務法に基づき、災害の予防に必要な気象情報の
提供は国（気象庁長官）自らが実施すべき施策である。 
 

施策等の効率性 ○ 消防庁が推進する衛星通信や県等の防災情報システム等、防災を目的とし
て整備・計画されている防災情報システムを有効に活用することにより、防
災担当者における気象情報の共有を推進する極めて効率的な施策である。 
 

施策等の有効性 ○ 防災気象情報提供システムの導入により、ほとんどの市町村等の防災担当
者が防災対応判断に有効な気象情報の入手・利用が可能になり、住民への避
難勧告・指示などの迅速・適切な判断を支援し、高齢者等の災害要援護者に
も配慮した防災活動の早期立ち上がりに寄与する。さらに、公助だけでなく
自助・共助も含めた適切な地域防災を支援し、気象災害に伴う被害の防止・
軽減を図ることが可能となる。 
 

その他特記すべ
き事項 

○ e-Japan 重点計画-2004（平成 16 年６月）のⅢ. 4. (2) ⑦ キ)気象防災情
報の共有化の推進において、「気象台と地域防災担当者との間での気象等に
関する情報の共有を行う情報システムを 2006 年度までに整備する」とされ
ている。 
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（表３－２） 

事前評価票 

施策等名 海洋の健康診断表提供による
海洋環境の保全 

担当課 
（担当課長名）

気象庁気候・海洋気象部 
海務課 
（海務課長 加納裕二） 

施策等の概要 ○関係機関との連携や国際協力により得られる海洋観測データに加えて、日本
近海において中層フロートにより水温・塩分の観測を行い、海洋環境の適確
な実況監視を行うとともに、海洋のメカニズム解明を図る。これらの過去か
ら現在までの観測成果や海洋数値モデルを用いた解析･予測結果等をもと
に、水温・塩分・海流等の海洋の基本的な状態、海洋の二酸化炭素吸収量、
海洋汚染の状況等を取りまとめた「海洋の健康診断表」を海洋環境保全にか
かわる関係機関等や一般国民に提供する。 
【予算額：40 百万円】 

施策等の目的 ○海洋環境に関する総合的な実況・予測等の診断情報を「海洋の健康診断表」
として提供することにより、関係省庁・地方自治体等の海洋環境保全対策や
地球温暖化防止対策等の策定・実施を促進するとともに、国民に対して海洋
の利用・保全に関する意識の啓発を促す。 

 関連する 
政策目標 

12）地球環境の保全 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 ○海洋環境保全対策、地球温暖化防止対策、海洋汚染防止対策等の適切な策
定・実施のためには、詳細かつ高精度の海洋環境情報の提供とその総合的評
価・解説が必要であるが、現状では、海洋環境に関する評価基準が未整備で
あることから、海洋環境保全対策の策定・実施に必要な判断材料が極めて不
足している。（＝目標と現状のＧＡＰ） 
 
○評価基準が未整備である理由として、現在の観測船・ブイ等による海洋の現
場観測データ（国内外関係機関による観測データを含む）は時空間的密度が
十分ではないこと、特に、黒潮や親潮等により、海洋環境の変動が激しいわ
が国近海では観測データの不足が顕著であるため、海洋の現況の把握や海洋
環境変動のメカニズム解明が不十分なものとなっていることが考えられる。
（＝原因分析） 
 
○わが国近海の水温・塩分の観測データを質・量ともに充実させるとともに、
海洋数値モデルに用いる初期値の精度向上を図り、海洋環境を適確に評価す
る基準を設定し、海洋環境に関する様々な要素の診断を行うことが必要であ
る。（＝課題の特定） 
 
○具体的には、日本近海に中層フロートを年間 15 個ずつ展開し、深さ 2000m
までの水温・塩分の観測を行うことによりわが国近海の海洋観測データの充
実を図る。これと他機関のデータと合わせて海洋環境の適確な実況監視を行
うとともに、数値予測モデルに用いる初期値の精度を向上させることによ
り、海洋環境の予測精度の向上を図る。これらをもとに、海洋環境に関する
評価基準を設定し、海洋環境に関する様々な要素（水温・海流等の基本情報、
汚染状況、二酸化炭素等温室効果ガスの吸収量等）の診断結果を「海洋の健
康診断表」として総合的に取りまとめ、関係機関等や一般国民に広く提供す
る。（＝施策の具体的内容） 
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 社会的ニーズ ○海洋は、運輸・水産業のみならず、資源開発・観光・レクリエーション等多
様な分野で利用されるとともに、気候変動・地球温暖化や生物の多様性維持
にも重要な役割を果たしている。わが国は、周囲を海洋に囲まれた「海洋国
家」であることから、持続可能な社会を構築する上で重要な要素である海洋
環境の保全に必要な診断情報についての社会的ニーズは大きい。 

 行政の関与 ○海洋環境情報は、運輸・水産業等特定の業種に限らず、海洋環境の保全を通
じて国民全体の利益となるため、公益性が高く、行政が責任をもって提供す
る必要がある。 

 国の関与 ○「海洋の健康診断表」は、海洋環境保全対策、地球温暖化防止対策、海洋汚
染防止対策等の基盤となる情報であり、国全体の基本的な施策に係るもので
ある。また、世界気象機関等の国際的枠組みのもとで各国が協力して海洋の
現場観測データや衛星データの収集・交換を行っており、これらのデータを
基にした広大な海洋に関する情報の提供及び解説は国が責任を持って行う
必要がある。 

施策等の効率性 ○気象庁は、これまでも観測船やブイ・衛星等の観測データを取得・蓄積して
おり、気象、気候、および海洋に関する各種数値モデルの開発・運用の実績
もある。中層フロートのデータを加えることにより、既存データセットの充
実及び海洋数値モデルの高精度化を少ない経費で実現でき、海洋環境に関す
る情報を総合的に取りまとめた「海洋の健康診断表」の効率的な提供が可能
である。 
○海流や海面水温等、海洋環境の変動には気象の変化が密接に関係している。
また逆に、海洋環境の変動が気候変動に大きく影響している。こうしたこと
から、海洋環境と気象・気候双方を所掌している気象庁が総合的に情報を取
りまとめ、「海洋の健康診断表」として提供することは極めて効率的である。

施策等の有効性 ○海洋環境に関する様々な情報を「海洋の健康診断表」として総合的かつ客観
的に診断することにより、海洋環境の状況把握が極めて容易なものとなり、
客観的基準の下での海洋環境保全対策、地球温暖化防止対策、海洋汚染防止
対策等の策定・実施が可能になるとともに、海洋の利用・保全に関する国民
の意識の普及・啓発が促される等、海洋環境の保全に対して効率的・総合的
な取り組みが可能となる。 

その他特記すべ
き事項 

○国土交通省環境行動計画（平成 16 年６月）第一章Ⅱ（４）⑥において、「海
洋環境の詳細な実況を把握するとともに、それらの変化の状況や要因などを
分析し、その成果を「海洋の健康診断表」に取りまとめて提供する」とされ
ている。 
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